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＜申込み・お問い合わせ先＞ 

 さつま町役場 

  保健福祉課 健康増進係 

   電話：53-1111（内線 2138） 

   窓口：本庁 1階 6-①番 

ＮＯ．１ 

毎年、肺がん検診を受けていますか？ 

「肺がん」は日本で最も死亡者数の多いがんで

す。鹿児島県においても同様で、特に女性の肺がん

にかかる割合は全国より高く、全国ワースト 13 位とな

っています。 

受診を希望される方で、まだ申込みがお済みでな

い方は、申込み先にご連絡ください。 

 

【対象者】 

令和６年４月１日現在、40 歳以上で検（健）診の意

向調査で「受診する」と回答した方へ受診票を郵送

します。（※意向調査では、申込みをしていなくても、今

回、連絡いただければ受診できます。） 

【持参するもの】 

・ピンク色の受診票 

・検診料 500円 

【検診内容】 問診、胸部Ｘ線撮影  

※お手元に届く受診票には公民会ごとに時間設定し

たものを記載しています。ご都合の悪い方は、他の

日程に変更できます。連絡は不要です。  

 

【日 程】 

■７月 10日（月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  9：00～10：00  久富木区公民館 

 10：30～11：30  山崎交流館 

 13：30～14：30  白男川紫陽館 

■７月 11日（火）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  9:00～ 9：30  泊野地区林業集会所 

 10：00～11：10  平川区公民館 

 13：30～15：00  宮之城ひまわり館 

■7月 18日（火）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

9：00～11：30  虎居地区公民館 

13：30～14：50  中津川交流館 

 

 

 

 

 

■７月 24日（月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

9：00～10：00  船木農業構造改善センター 

10：30～11：30  二渡清流館 

13:30～14：50  柏原地区集会施設ほたる館 

■７月 27日（木）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

9：00～11：20  宮之城保健センター 

 13：30～14：30  紫尾区公民館 

 14：50～15：20  柊野区公民館  

■７月 31日（月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  9:00～ 9：30  時吉ほたる館 

10：00～11：30  佐志交流館 

13：30～15：00  湯田いきいき研修館 

■８月７日（月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  9:00～10：10  鶴田中央公民館 

10：40～11:30   鶴田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

13：30～14：50  鶴田保健センター 

■８月８日（火）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  9：00～10：30  求名交流館 

 11：00～11：30  役場薩摩支所 

 13：30～15：00  永野交流館 

■８月 26日（土）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  9：00～10：00  役場本庁 

 10：30～11：00  鶴田中央公民館 

 11：30～12：00  役場薩摩支所 

 

                        

 

 

年に一度の肺がん検診を受診しましょう 検 診 

保健福祉課 健康増進係から 



                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた経済活動の回復に向け、にぎわいの創出や交流人口の拡大によ

る地域経済の立て直しを図ることを目的として、令和５年度に開催するイベントに対し補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補 助 地域活性化イベントに補助があります！ ～令和５年度限定です～ 

【補助対象団体】  
公民会、 町内に住所を有するＮＰＯ 
ボランティア団体など 

【対象事業】 
次のすべての要件をみたす事業 
①補助団体が自主的、主体的に企画、実施 
②地域のにぎわい創出のために行われるもの 
③誰でも参加できるイベント 
④町内外からの集客が見込まれること 
⑤特定の企業や店舗の単なる販売促進とならない
こと 

⑥令和６年３月までに実施するもの 

【補助対象経費】 
事業実施に必要なスタッフの賃金（実施事業者等
の恒常的な職員にかかるものを除く） 

消耗品費、印刷製本費、燃料費、通信運搬費、  
広告料、保険料、使用料及び賃借料、賄材料費
など 
 

【補助率】     事業費の 10分の９以内 

【補助限度額】  １事業につき 50万円 

  ※予算の範囲内で調整する場合があります。 

【募集期限】    ７月 14日（金） 午後５時まで 

❍提出書類   事業計画書 

   ※様式は、企画政策課地域振興係にあります。 

❍応募者多数の場合は抽選になります。 

❍補助の決定前に着手したものは対象になりま

せん。 

＜申込み・お問い合わせ先＞ 
 さつま町役場 
  企画政策課 地域振興係 
   電話：53-1111（内線 2223） 
   窓口：本庁 2階 12 番 

企画政策課 地域振興係から 

 

 

 

「さつま健康スポーツデー」として、町民の健康づくりの推進と体力・運動能力の現状把握のために体力テスト

を実施します。自分の体力を把握してみませんか！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案 内 「さつま健康スポーツデー（体力テスト）」参加者募集！ 

【日 時】   ７月９日（日） 

❍受 付  午前８時 30分  

❍開 始  午前９時（終了次第、解散） 

【場 所】   鶴田体育館 

【内 容】   新体力テスト（スポーツ庁が実施する新体力

テスト実施要項に基づき実施） 

【対象者及び項目】 

❍ 20歳から 64歳までの男女（町民） 

①握力 ②上体起こし ③長座体前屈 

④反復横とび ⑤20ｍシャトルラン 

⑥立ち幅とび ⑦健康チェック（脈拍数・血圧測定） 

❍ 65歳から 79歳までの男女（町民） 

  ①握力 ②上体起こし ③長座体前屈 

  ④開眼片足立ち ⑤10ｍ障害物歩行 

  ⑥６分間歩行 ⑦健康チェック（脈拍数・血圧測定）  

【必要な物】 

室内用シューズ、タオル、飲み物 

※運動のできる服装でお越しください。 

【申込期限】   ６月 28日（水） 

※電話またはメールでお申込みください。 

＜申込み・お問い合わせ先＞ 
■さつま町スポーツ推進委員協議会事務局 
 さつま町教育委員会 
  社会教育課 スポーツ振興係 

電話：53-1111（内線 2562・2563） 
メール：sha-sport@satsuma-net.jp 

    窓口：本庁 3階 16番 

社会教育課 スポーツ振興係から 



                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月 18日から６月 24日は、「ハンセン病問題を正しく理解する週間」です。  

ハンセン病は、らい菌によって起こる感染症で、感染力は弱く、非常にうつりにくく、早期発見・治療により短

期間で完治する病気です。しかし、誤った隔離政策で、本人だけでなくその家族も偏見や差別を受け、多くの

方々のかけがえのない人生が奪われました。病気が治っても家族の元へ帰れず、社会復帰が難しい状況にあ

り、今もなお、多くの方々が療養所での生活を余儀なくされています。 

長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病であった方々や家族が、平穏に安心して生活できる地域づく

りのために、また、二度とこのような悲しい歴史を繰り返さないために、私たち一人ひとりがハンセン病問題とは

何かを正しく理解することが大切です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもが明るく健やかに成長していくためには、温かい家庭が大切です。 

県では、子どもの養育に理解と熱意、そして豊かな愛情をお持ちの方を里親として登録し、保護の必要な子

どもの養育をお願いしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども支援課 子育て支援係から 

案 内 里親になってみませんか？ ～里親制度の説明会を開催します～ 

 

【里親制度とは？】 

様々な事情で家庭での養育を受けられない子ど

もたちがいます。里親制度とは、そのような子どもた

ちを家庭に迎え入れ、子どもの健やかな育ちを応

援する制度です。 

〇いろいろな里親のかたち 

・養育里親…自分の家庭で暮らすことのできない

子どもを家族の一員として迎え入れ、養育して

いただく里親です。 

・養子縁組里親…養子縁組により養親となることを

希望する方に、養子縁組が成立するまで子ど

もを養育していただく里親です。 

  ※ほかにも、専門里親、親族里親などがあります。 

【里親になるためには？】 

研修を受講して里親登録に申し込みをするなど

の手続きが必要です。 

■里親制度説明会を開催します 

参加の申込み手続きは不要です。直接会場

にお越しください。 

【日 時】  ７月７日（金） 

         午後 6時 30分～  

【場 所】  宮之城ひまわり館  

いきいき学習室  

【内 容】  里親制度概要の説明 

個別相談（希望者のみ） 

＜お問い合わせ先＞ 

県庁くらし保健福祉部 健康増進課 

（ハンセン病問題対策窓口） 

電話：099-286-2720 

 

保健福祉課 健康増進係から 

＜お問い合わせ先＞ 

〇北部児童相談所 

電話：0996-21-3150 

〇児童養護施設 大村報徳学園 

   電話：0996-55-0034 

 

 

 

ハンセン病問題を正しく理解する週間 ～親子で療養所を訪ねてみませんか～ 

 

 

  

案 内 

【親子で療養所を訪ねてみませんか？】 

療養所の訪問を希望する親子や教師の方などに、療

養所の施設見学や入所者との交流の場が設けられま

すので施設を訪ねてみませんか。 

❍実施日   ８月８日（火） 

❍施設名   星塚敬愛園（鹿屋市） 

※詳細は、お問い合わせ先へご連絡ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ラグビーフットボール競技（少年男子）開催地 

令和５年１０月  ８日（日）から 
      令和５年１０月１２日（木）まで 

北薩広域公園運動広場 
かぐや姫グラウンド 

                  
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 


